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2026年６月 30日 

各 位  

会 社 名  ソニーグループ株式会社 

代 表 者 名 

(コード番号 

 代表執行役  十時  裕樹 

6758  東証  プライム） 

問 合 せ 先  I R 部 I R グループ 

（TEL03－6748－2111(代表)） 

譲渡制限付株式ユニット（RSU）の付与に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年度より譲渡制限付株式ユニット（以下、「RSU」という。）による事後交付型株式報酬制

度（以下、「本制度」という。）を導入していますが、本日、本制度に基づき、当社の取締役、執行役、そ

の他の役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役、その他の役員及び従業員（以下、「対象者」という。）

に対して RSUを付与することを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．第 20回 RSU の概要 

(１) 対象者及びその人数ならびに付与する RSUの数 

当社の取締役 ８名  （計最大 44,400株に相当する RSU） 

 

(２) RSUの権利確定方法 

RSU の付与日から９年後の応当日が属する月の翌月１日（ただし、当社の休業日に当たるときは、

その翌営業日）までの間、対象者が継続して当社の取締役の地位にある場合、当該応当日が属する月

の翌月１日（ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日）において、対象者が保有してい

る RSU 全てについて権利確定します。ただし、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員

会が正当と認める理由（ただし、特段の事情がない限り、正当と認める理由があるものとする。）によ

り、当社の取締役の地位を喪失した場合（ただし、対象者が米国における納税者である場合には、米

国財務省規則セクション 1.409A-1(h)に定義される「separation from service」に該当する地位の喪

失をした場合）には、当社は、下記６に記載するとおり、当該地位喪失後の一定の時期に、当該対象

者の地位喪失の時点において当該対象者が保有するユニット数について権利確定し、当該権利確定し

た RSUの数と同数（以下、「RSU交付株式数」という。）の株式を交付するか、又は、当該株式の交付が

困難な特段の事情が生じた場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、その裁量により、当該

株式の交付に代えて、それと同等の価値を有する金銭を支払うものとします。 

 

２．第 21回 RSU の概要 

(１) 対象者及びその人数ならびに付与する RSUの数 

当社の執行役及びその他の役員 ６名  （計最大 688,500株に相当する RSU） 

当社の従業員 １名  （最大 35,000株に相当する RSU） 

当社子会社の取締役及びその他の役員 ７名  （計最大 520,688株に相当する RSU） 

計 14名  （合計して最大 1,244,188株に相当する RSU） 

 

(２) RSUの権利確定方法 

RSU の付与日から３年後の応当日が属する月の翌月１日（ただし、当社の休業日に当たるときは、

その翌営業日）までの間、対象者が継続して当社又は当社の関係会社（「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第８条第３項に定める子会社及び同条第５項

に定める関連会社をいい（以下同じ。）、当社と併せて以下、「当社グループ会社」という。）の取締役、

執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にある場合、当該応当日が属する月の翌月１日（た
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だし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日）において、対象者が保有している RSU 全てにつ

いて権利確定します。ただし、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員会又は代表執行

役が正当と認める理由により、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれ

の地位をも喪失した場合には、当社は、下記６に記載するとおり、当該地位喪失後の一定の時期に、

当該対象者の保有する RSU のうち、RSU の付与日から当該地位喪失日までの期間に応じて決定される

ユニット数について権利確定し、RSU 交付株式数の株式を交付するか、又は、当該株式の交付が困難

な特段の事情が生じた場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、その裁量により、当該株式

の交付に代えて、それと同等の価値を有する金銭を支払うものとします。ただし、当社の報酬委員会、

代表執行役又は人事を担当する上級役員（調整について決定する機関又は個人は、当社の RSU に関す

る社内規則に基づき、地位喪失の理由等に応じて定まります。）は、当該対象者の保有する RSUの数の

範囲内で、RSU交付株式数を合理的な範囲で調整することができるものとします。 

 

３．第 22回 RSU の概要 

(１) 対象者及びその人数ならびに付与する RSUの数 

当社の従業員 ２名  （計最大 20,983株に相当する RSU） 

当社子会社の取締役及びその他の役員 28名  （計最大 206,508株に相当する RSU） 

当社子会社の従業員 404名  （計最大 1,748,365 株に相当する RSU） 

計 434名  （合計して最大 1,975,856株に相当する RSU） 

 

(２) RSUの権利確定方法 

RSUの付与日から次のa乃至 cに掲げる日までの間、対象者が継続して当社グループ会社の取締役、

執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にある場合、当該 a 乃至 c に掲げる日（ただし、当

社の休業日に当たるときは、その翌営業日）において、順次、当該区分に掲げる数（ただし、a及び b

において１未満の数が生じた場合は、これを切り捨てます。）の RSUについて権利確定します。 

＜権利確定日＞ ＜権利確定するユニット数＞ 

a) 付与日の１年後の応当日が属する

月の翌月１日 

付与したユニット数に３分の１を乗じた数 

b) 付与日の２年後の応当日が属する月

の翌月１日 

付与したユニット数に３分の１を乗じた数 

c) 付与日の３年後の応当日が属する月

の翌月１日 

付与したユニット数から、上記 a及び bの数

を差し引いた数 

 

ただし、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員会又は代表執行役が正当と認める理

由により、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した

場合には、当社は、下記６に記載するとおり、当該地位喪失後の一定の時期に、当該対象者の保有す

る RSU のうち、RSU の付与日から当該地位喪失日までの期間に応じて決定されるユニット数について

権利確定し、RSU 交付株式数の株式を交付するか、又は、当該株式の交付が困難な特段の事情が生じ

た場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、その裁量により、当該株式の交付に代えて、そ

れと同等の価値を有する金銭を支払うものとします。ただし、当社の報酬委員会、代表執行役又は人

事を担当する上級役員（調整について決定する機関又は個人は、当社の RSU に関する社内規則に基づ

き、地位喪失の理由等に応じて定まります。）は、当該対象者の保有する RSUの数の範囲内で、RSU交

付株式数を合理的な範囲で調整することができるものとします。 

 

４．第 23回 RSU の概要 

(１) 対象者及びその人数ならびに付与する RSUの数 

当社の執行役 ４名  （計最大 60,860株に相当する RSU） 
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(２) RSUの権利確定方法 

対象者が当社の上級役員の地位を喪失した日が属する期間に応じて以下に定める日（ただし、当社

の休業日に当たるときは、その翌営業日）において、対象者が保有している RSU 全てについて権利確

定します。ただし、かかる地位喪失後においても当社のその他の役員の地位が継続する場合等、上級

役員の地位喪失時に権利確定させるべきでない特段の事情があると報酬委員会が認めるときは、上級

役員の地位喪失時に権利確定はせず、対象者が当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び

従業員のいずれの地位をも喪失した日が属する期間に応じて以下に定める日（ただし、当社の休業日

に当たるときは、その翌営業日）において、当該対象者が保有している RSU 全てについて権利確定し

ます。なお、対象者が、RSU の付与日から１年後の応当日が属する月の翌月１日よりも早い時点で上

記の地位を喪失した場合、権利確定の時期は、RSU の付与日の属する事業年度に係る当社の有価証券

報告書（RSU の付与日が当社の事業年度開始後六月以内の日である場合には当社の半期報告書）が提

出された後となるよう調整されます。また、当社は、事務処理の観点から、権利確定する日を合理的

な範囲で調整することができるものとします。 

 

＜地位喪失日が属する期間＞ ＜権利確定日＞ 

a) ４月１日から７月 17 日 地位喪失日の同年８月１日 

b) ７月 18 日から 11月 16日 地位喪失日の同年 12月１日 

c) 11月 17 日から３月 31日 地位喪失日の直後の４月 15日 

 

ただし、権利確定前に、対象者が死亡により、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及

び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、当社は、下記６に記載するとおり、当該地位喪失後

の一定の時期に、当該対象者の死亡の時点において当該対象者が保有するユニット数について権利確

定し、RSU 交付株式数の株式を交付するか、又は、当該株式の交付が困難な特段の事情が生じた場合

その他当社が必要と認める場合には、当社は、その裁量により、当該株式の交付に代えて、それと同

等の価値を有する金銭を支払うものとします。 

 

５．RSU の付与日 

2026年７月 24日（予定） 

 

６．当社普通株式の交付の方法及び時期 

当社は、第 20 回 RSU、第 21 回 RSU、第 22 回 RSU 及び第 23 回 RSU の権利確定後、速やかに、当社

グループ会社から対象者に支給された当社グループ会社に対する金銭報酬債権（なお、当社は、当社

の関係会社の対象者に付与された金銭報酬債権に係る当該関係会社の対象者に対する債務について併

存的債務引受けをします。）の現物出資と引換えに、当社の代表執行役の決定に基づく自己株式処分に

よって、RSU交付株式数の当社普通株式を交付します。ただし、第 20回 RSUを付与された米国納税者

である対象者が米国内国歳入法 409A 条にいう「specified employee」に該当する場合には、権利確定

後、同条の要件を充足するために必要な期間が経過した後に当社普通株式を交付します。また、当社

が必要と認める場合には、当社の関係会社が金銭報酬債権を当該対象者に対して付与することに代え

て、当社は、当社の関係会社をして、当該金銭報酬債権の額と同額の金銭を当該対象者に対して支給

させるなどの適切と認める措置をとることができるものとし、この場合、当該対象者は、当社に対し

て株式と引き換えに金銭を払い込むことにより、RSU 交付株式数の当社普通株式を取得するものとし

ます。なお、当社の発行済株式総数が株式の併合又は株式の分割（株式無償割当てを含む。）によって

増減する場合、併合・分割の比率を乗じて当該交付株式数を調整します。 

また、本制度により処分される当社普通株式の１株当たりの払込金額は、処分に係る当社の代表執

行役の決定の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象者に特
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に有利とならず、かつ関連する法令により認められる範囲において当社が決定する額とします。 

なお、当社普通株式の交付が困難な特段の事情が生じた場合その他当社が必要と認める場合には、

当社は、その裁量により、対象者に対して同等の価値を有する金銭を支給することにより、当社普通

株式の交付に代えることができるものとします。 

 

７．その他第 20 回 RSU、第 21回 RSU、第 22回 RSU及び第 23回 RSUに共通する事項 

(１) RSUの消滅事由 

権利確定日までに、（ⅰ）対象者が RSUを放棄した場合、（ⅱ）対象者が禁錮以上の刑に処せられた

場合、（ⅲ）対象者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立て

があった場合、（ⅳ）対象者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、又

は公租公課の滞納処分を受けた場合、及び、（ⅴ）その他当社が予め定める一定の事由に該当する場合、

未確定の RSUの全部が消滅します。なお、RSUの付与時までに、対象者が当社グループ会社の取締役、

執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には当該対象者に対しては RSU の付

与を行いません。 

 

(２) 組織再編等その他の事由が生じた場合の取扱い 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の

組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による

承認を要しない場合においては、当社の取締役会）にて承認された場合、その他当社が定める事由が

発生した場合には、当社の報酬委員会の決議又は代表執行役の決定に基づき、当該組織再編等の効力

発生日までの期間等を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式、金銭又は組織再編等の相手方の株

式を対象者に交付することができます。 

 

(３) RSUの処分制限 

対象者は、RSUについて第三者への譲渡、質入その他の一切の処分をすることはできません。 

 

８．その他 

当社は、第 20 回 RSU、第 21 回 RSU、第 22 回 RSU 及び第 23 回 RSU の権利確定に際して行う自己株

式処分に係る臨時報告書を関東財務局長に提出いたします。 

なお、当社は、本制度に基づき交付される株式に係る登録書類（Form S-8）を米国証券取引委員会

に提出いたします。 

 

 

以上 


